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令和８年度 元気生活圏元気創出応援事業 

多様な主体による地域づくり支援事業 
募 集 要 項 

 

中山間地域の地域団体と多様な外部人材が連携して、中山間地域の課題解決や 

活性化に向けて実施する事業に要する経費について助成金を交付します 

 

 １ 助成の目的                    ─ 

 人口減少や高齢化により、集落機能の低下や担い手不足が進む中山間地域において、外部

人材を積極的に活用しながら、課題解決に向けた地域の取組を支援し、自立的・持続的な地

域運営と中山間地域の活性化を図ること。 

 

 ２ 活用の要件                    ─ 

●地域協議会の設置 

 地域団体と外部人材（「４ 助成の区分」参照）で構成する「地域協議会」が事業の実施主

体かつ申請主体となります。 

※地域協議会とは、外部人材と地域団体が協働、連携して事業を進めていただくための体制

を整えていただく、例えるなら実行委員会のようなイメージです。 

※外部人材について：地域外に所在する組織、団体等を指します。 

          外部人材からは、５人以上の参加が必要です。 

●事業の実施について 

 中山間地域の課題解決や活性化に向けて実施する事業に要する経費について助成します。 

・特定の団体や個人の利益のみに行われる事業は助成対象外です。 

・大学等の授業や研究費用、市民活動団体の日常的な活動等に対する助成ではありません。 

その他、次の要件を満たす事業が対象です。 

(1) 原則として、「地域の夢プラン」（※）等により支援の目的となる地域課題や地域づく

りの目標が明確にされている地域において実施される事業であること。 

(2) 山口県内の中山間地域の発展、活性化に寄与するものであること。 

(3) 地域団体が主体的に取り組む地域づくり活動であること。 

(4) 既存施設、物品等の有効利用に努めるなど、事業費は必要最小限のものとなるよう考

慮された事業であること。 

(5) 宗教・政治活動を主たる目的としないこと。 

(6) 選挙活動を目的としないこと。 

(7) 営利を目的としないこと。 

 

※「地域の夢プラン」とは 

中山間地域で生活する皆さん自身による、手

づくりの"地域の将来計画"のことです。夢プ

ランでは、地域の夢、地域の課題や解決方

策、将来目標、役割分担等を定めます。 

（「やまぐち中山間地域づくり支援サイト」より） 
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 ３ 活動対象エリア                  ─ 

 山口県内の「中山間地域」を対象エリア 

とします。（山口県中山間地域振興条例第 

２条に定める） 

●全域が中山間地域に該当する市町 

萩市、長門市、柳井市、美祢市、 

周防大島町、上関町、平生町、阿武町 

●一部の区域が中山間地域に該当する市町 

下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、 

岩国市、光市、周南市、山陽小野田市、 

田布施町 

 

中山間地域とは （「やまぐち中山間地域づくり支援サイト」より） 

・一般的には「平野の周辺部から山間部に至る、まとまった平坦な耕地が少ない地域」とされています。 

・新鮮で安心できる食料の生産をはじめ、県土の保全、水源のかん養、県民のふれあいの場の提供など、

多面的で公益的な機能を有するだけでなく、美しい景観や伝統的な文化など、大切な資源が今日まで受

け継がれているかけがえのない地域です。 

・山間部にあって高齢化が進む地域や、都市近郊で農家世帯と非農家世帯の混住化が進む地域など、様々

な地域があり、地域づくりを進める上では、各地域の特性や実情に応じた取組が求められます。  

 

 ４ 助成の区分                    ─ 

 企業の社会貢献活動による地域づくり支援事業  

①対象者 

 企業（参加者５人以上）と、地域団体で構成する共同体。本事業では「地域協議会」と

呼びます。 

※定款・会則、会員名簿等の提出は不要です。 

地域団体 中山間地域に居住する複数の住民で構成される地域づくり団体等（法人格

の有無は問いません。） 

企  業 会社法に基づいて設立された企業（株式会社、有限会社、合同会社、合資

会社、合名会社）またはその他の法律に基づいて設立された国内の民間企

業であり、山口県県民活動スーパーネットに企業情報を登録していること 

②対象となる事業 

 社会貢献活動に取り組む企業による中山間地域づくりの支援活動として、企業と地域団

体で構成する地域協議会が３年以上継続して実施する地域づくり活動。 

③助成金額 

上限 200,000 円/年（補助率 10/10） 

３年以上継続する事業に要する経費に対し、初年度に限り助成します。 
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 大学生等による地域づくり支援事業  

①対象者 

 大学生等（参加者５人以上）と、地域団体で構成する共同体。本事業では「地域協議会」

と呼びます。 

※定款・会則、会員名簿等の提出は不要です。 

地域団体 中山間地域に居住する複数の住民で構成される地域づくり団体等（法人格

の有無は問いません。） 

大学生等 原則として山口県内外に所在する大学、短期大学、高等専門学校及び専修

学校の学生及び教職員 

②対象となる事業 

 大学生等による中山間地域の課題解決や活性化に向けた支援活動として、大学生等と地

域団体で構成する地域協議会が実施する地域づくり活動。 

③助成金額 

上限 200,000 円/年（補助率 10/10） 

ただし、同一の地域協議会への助成は、原則として３年を限度とします。 

 

 地域づくり支援団体等による地域づくり支援事業  

①対象者 

 地域づくり支援団体等（参加者５人以上）と、地域団体で構成する共同体。本事業では

「地域協議会」と呼びます。 

※定款・会則、会員名簿等の提出は不要です。 

地域団体 中山間地域に居住する複数の住民で構成される地域づくり団体等（法人

格の有無は問いません。） 

地域づくり 

支援団体等 

地域の課題解決に取り組む地域団体に対し、自団体の活動分野に関する

経験やスキルを活かし、継続的な立場から支援を行う団体等（法人格の

有無は問いません。） 

②対象となる事業 

 地域づくり支援団体等による中山間地域の課題解決や活性化に向けた支援活動として、

地域づくり支援団体等と地域団体で構成する地域協議会が実施する地域づくり活動。 

③助成金額 

上限 200,000 円/年（補助率 10/10） 

ただし、同一の地域協議会への助成は、原則として３年を限度とします。 
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 ５ 助成の対象になる経費               ─ 

企業の社会貢献活動による地域づくり支援事業 

大学生等による地域づくり支援事業および地域づくり支援団体等による地域づくり支援事業 

※対象外の経費（例） 

・汎用性の高い備品（パソコン、デジタルカメラ等） 

・地域協議会メンバーの人件費、謝金。地域協議会メンバーまたは、メンバーの関係者（生

計を一にする家族や、本人または家族が所属する団体等）へ支払われる経費 

・事務所の維持等の管理運営費や、他団体への助成金・寄付金等、助成対象事業の実施に直

接つながらない経費 

・懇親会等の食糧費、記念品・手土産代、休憩のための糖分・水分補給等に係る経費 

・土地、建物、設備、その他の固定資産の取得又は整備に要する経費 

・領収書等の支出証拠書類がない経費。ただし、ＩＣカードを使った鉄道の利用や路線バス

等、領収書の徴収が困難な区間の乗車運賃は提出不要（特急券等は要提出） 

旅 費 地域住民が企業に出向き協議等を行う場合の交通費や移動に伴う経費 

例）自家用車の車賃、公共交通機関の運賃、バスの車両借上料等 

消 耗 品 費 地域住民が企業に出向き協議等を行う場合の事務用品や、消耗機材等 

例）用紙・文具・封筒・インクカートリッジ等の事務品、材料代 

備 品 購 入 費 地域協議会の活動の遂行に必要な機器・工具等の購入費 

※助成後、事業目的に沿って５年以上活用する場合に限る。 

通 信 運 搬 費 地域住民が企業との連絡調整に要する郵便切手代、はがき代、活動の遂

行に必要な物品の運搬費 

旅 費 地域協議会の活動に要する交通費、宿泊費や、移動に伴う経費 

例）自家用車の車賃、宿泊費（実費。飲食経費等を除く。）、公共交通機

関の運賃、バスやレンタカーの車両借上料等 

消 耗 品 費 地域協議会の活動に要する事務用品や原材料等 

例）用紙・文具・封筒・インクカートリッジ等の事務品、材料代 

備 品 購 入 費 地域協議会の活動の遂行に必要な事務機器・工具等の購入費 

※助成後、事業目的に沿って５年以上活用する場合に限る。 

印 刷 製 本 費 地域協議会が印刷業者等に発注するチラシ・ポスター・資料の印刷・コ

ピー、写真の現像等に要する経費 

通 信 運 搬 費 郵便切手、はがき、配達料等、活動の遂行に必要な物品の運搬費 

保 険 料 地域協議会のボランティア活動保険料 ※傷害保険は除く。 

会場使用料等 地域協議会の活動に要する会場使用料（冷暖房費を含む。）、機材等リー

ス料・レンタル料等 

委 託 料 等 地域協議会の活動を推進するため、外部に発注する費用（外注費） 

※特に必要と認める場合に限る。 
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 ６ 申込み・応募方法                 ─ 

まずは、申請前に必ず事務局までご相談ください。詳細をご案内いたします。 

●地域団体と、連携する外部人材（企業、大学生、NPO 等）が確定している場合 

「元気生活圏元気創出応援事業 地域エントリーシート」を、地域団体が所在する市役

所・町役場の担当窓口を通して、提出していただきます。 

※市町と関係する県民局が協議の上、エントリーの可否が決まります。 

●連携先が確定していない場合 

地域および外部人材のニーズを元に、事務局にてマッチングを行います。 

 ①地域団体の皆様：外部人材による支援活動を希望する場合 

「元気生活圏元気創出応援事業 地域エントリーシート」を、地域団体が所在する市役

所・町役場の担当窓口を通して、提出していただきます。 

 ②企業、大学生等、地域づくり支援団体等の皆様：中山間地域の支援活動を実施したい場合 

事務局までご連絡ください。 

 

令和７年度 応募スケジュール 

 エントリー期限 申請期限 交付決定 活動期間 

第一次募集 ５月 25 日（月） ６月 29 日（月） ７月中旬頃 交付決定日～ 

令和９年２月末 第二次募集 ８月中旬頃 ９月中旬頃 ９月下旬頃 

※第二次募集は、第一次募集の交付結果を受けて、追加募集が可能な場合のみ実施します。 

 詳細は、事務局より各市町の市役所・町役場の担当窓口へご案内します。 

 

（参考）申請～助成金交付まで 大まかなスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請上の留意事項 

 すべての手続きは、市役所・町役場の担当窓口を経由して行います。 

 

 お申込・お問合せ先  

NPO 法人市民プロデュース（やまぐち元気生活圏協働支援事業 受託者） 
〒753-0074 山口市中央 3-6-1-2F（平日 9:00～17:00） 

TEL 083-932-4919 FAX 083-932-4929 

E-mail shiminproduce@gmail.com 【担当：小柳】 
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